
Copyright © AGP Corp. All Rights Reserved.

現在、コーポレートガバナンスコードを遵守できていない19項⽬については、2022年6⽉段階で5項
⽬を達成すると共に、本中期経営計画期間である４年間で全項⽬を達成する⽅針です。

FY22までに準拠予定 FY25までに準拠予定

凡例︓

【最終GOAL】
企業統治 Governance

FY22 FY23 FY24 FY25

2022年度中対応予定 7項⽬がComply
【2-5-1．内部通報の整備】
【 4-3-1．4-3-3 ． 経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の⾼い⼿続きの実⾏】
【 4-8-1．独⽴社外者の情報交換・認識共有（エグゼクティブセッション）】
【 4-8-2．筆頭社外取締役の決定】
【 4-8-3．独⽴性を有する独⽴社外取締役の選任または独⽴性を有する者で構成された特別委員会を設置すべき】
【 4-11-1．取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え⽅、取締役の選任に関する⽅針・

⼿続】

2-5-1 外部委託先の候補選定・決定
弁護⼠や社労⼠等からなる経営陣から独⽴した⽴場の窓⼝の設置 2-5-1 内部通報規則の整備・社内周知

4-3-1, 4-3-3 CEO・経営幹部の解任基準を検討
顧問弁護⼠へ相談中(現在は解任に関する記載無し)

解任プロセス(規則）を制定

4-8-1, 4-8-2, 4-8-3
独⽴社外取締役増員→2名体制

特別委員会の設置と規程の制定
利益相反する重要な取引・⾏為の審議・検討を⾏う筆頭取締役選任

4-11-1 スキルマトリックスの検討
企業価値向上に必要な知識・経験・能⼒のバラ
ンスや多様性などを検討し項⽬を定める。取締役
選任に関する⽅針・⼿続きを定める。

【4-1-3．最⾼経営責任者等の後継者計画の監督】
⻑期的な視野で⼗分な時間と資源をかけて中期経営計画最終年度の2025年度までに代表取締役の後継者を選定・育成し、取締役会としても、代表取締役等の後継者育成を⾏うた
めの計画策定・運⽤に主体的に関与していくようにする。また、当該計画に沿った育成推進を監督する機能・プロセスを明確化し、継続的に監督する。1.後継者となるべき⼈物像の設定。
2.後継者育成プログラムの制定。

【4-2．取締役会の役割・責務】
独⽴・客観⽴場からの意⾒を経営陣幹部に対し提案できる環境として対話の場を整備するとともに、経営陣幹部の報酬については、中⻑期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、
健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを検討する。

【4-2-1．中⻑期的業績と連動する報酬の割合、現⾦報酬と⾃社株報酬の割合の適切な設定】
中期経営計画最終年度の2025年度までに社外取締役を中⼼とした報酬委員会の設置を調査・検討する。

【4-10-1．任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独⽴社外取締役の関与・助⾔】
中期経営計画最終年度の2025年度までに社外取締役を中⼼とした指名・報酬委員会の設置を調査・検討する。

2022年6⽉対応予定
5項⽬がComply

2023年6⽉提出予定のCG報告書ならびに2023年3⽉期有価証券報告書にて開⽰

【原則 1-2．株主総会における権利⾏使】
【補充原則 3-2-2．監査時間、外部監査⼈の経営陣幹部へのアクセスおよび監査役・内部監査部⾨との連携の強化】
【原則 4-8．独⽴社外取締役の有効な活⽤】
【原則 4-11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則 4-11-3．取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開⽰】

その他︓
【補充原則 1-2-4．議決権の電⼦⾏使のための環境作り、招集通知の英訳】、【補充原則 3-1-2．英語での情報開⽰・提供】
機関投資家、外国⼈投資家の動向注視し5％になった時点で対応を検討し、10％を⽬途に英語訳での情報開⽰を⾏う⽅針である。

【補充原則 2-4-1．多様性の確保について考え⽅と⽬標、⼈材育成⽅針と社内環境整備⽅針の実施状況】
現在は、管理職への登⽤（中核⼈財の登⽤）等の数値⽬標は定めていないが、2024年までの3年間の⾏動計画において、「採⽤者に占める⼥性割合」10%以上、「男性・⼥性従業員問わず育児休業取得率」100％を⽬指す⽅針である。

2025年度までに
対応する4項⽬

条件付き対応
の3項⽬
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